
重要事項等説明書賠償責任保険を
ご契約いただく皆さまヘ
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ご契約に際してご確認いただきたい事項、ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、賠償責任保険をご契約いただくにあたっての重要な事項および個人情報の取扱 比‘：l 岨・J 『 ． ャパン日本興亜
いについてのご説明となりますので、ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。 詳細につきましては、普通保険約款および特約条項等をご確認ください。 また、ご不明な点について
は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
なお、ご契約者と被保険者（保険の補償を受けられる方）が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。
＊取扱代理店は損保ジャパン日本興車との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務
を行っております。 したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパン日本興亜と直接契約されたものとなります。

「 1. 賠償責任保険の概要 J 

回賠償責任保険普通保険約款を適用する保険の概要
・賠償責任保険は、被保険者 （保険の補償を受けられる方） が、 保険契約に定める事故により、他人
の身体の障害または財物の損壊について 、 法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対
し て 、 保険金をお支払いする保険です。 ただし 、 適用される特約条項によっては、これと異なる場
合があ ります。 詳しくは 、 特約条項および追加条項等をご確認くださし1。

・賠償責任保険は 、 保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。 詳しくは、
特約条項および追加条項をご確認くださし、。
（※）賠償責任保険普通保険約款以外の普通保険約款については 、 そのご契約に適用される約款 （普
通保険約款、 特約条項等）、 パンフレ ッ 卜等をご確認くださし 1。 ご不明な点につきましては、
取扱代理店または損保ジャパン日本興Eまでお問い合わせくださし＼o

固主な特約条項およびその概要
主な特約条項およびその概要を記載しています。 保険条件によってセットできる特約条項が異なりま
す。 詳しい内容につきましては 、 取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせくださし、。
｛塾総合特約条項］
塾を取り巻く賠償危険等を包括的に補償対象とするもので 、 具体的には、 ①塾の施設管理または業
務遂行に関する賠償危険、 ②塾生徒等の個人賠償危険、 ③塾生徒の傷害危険を補償する特約条項で
す。
｛自治会活動特約条項］
自治会活動を対象とした賠償責任保険で 、 自治会活動に関する賠償危険 （自治会活動遂行中の賠償
責任ま たは住民のケガ、 住民以外への傷害見舞金の支払い 、 行事の中止等による費用損害） を包括
的に補償する特約条項です。
［旅館特約条項］
旅館業者やホテル業者が旅館営業中に発生した事故により法律上の賠償責任（①施設や昇降機に起
因する賠償責任、 ②仕事の結果事故に起因する賠償責任、 ③預かったものに起因する賠償責任）を
負担することによ っ て被る損害を包括的に補償する特約条項です。
［遊漁船業者特約条項および遊漁船利用者特約条項］
遊漁船業者および遊漁船利用者の賠償危険等を包括的に補償する特約条項です0
．遊漁船業者特約条項
遊漁船業の遂行に起因した事故による賠償責任、 遊漁船利用者が遭難した場合の遭難救助費用、
遊漁船利用者がケガをした場合の傷害見舞費用を補償します。

＠遊漁船利用者特約条項
遊漁船利用者等が遊漁参加中の偶然な事故により負担する賠償責任やケガを補償します。

［警備業者特約条項］
警備業者が警備業法に基づく 警備業務を遂行することにより 、 警備委託者を含む第三者への賠償責
任を補償する特約条項です。

「 3. 保険期間
・賠償責任保険の保険期間 （保険のご契約期間） は原則として 1 年間です。 個別の契約により異なる場
合がありますので 、 実際に ご契約いただくお客さまの保険期間につきましては 、 保険契約申込書にて
ご確認くださし＼o

園保険責任は保険期間の初日の午後 4 時（※） に始まり、末日の午後 4 時（※） に終わります。
（※）保険契約申込書またはセ ッ 卜される特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその
時刻となります。

・保険契約によ っ ては 、 自己負担額や縮小支払割合 （縮小てん補割合） が設定されることがあります。
ご契約の際には 、 ご契約者の自己負担額や縮小支払割合について 、 保険契約申込書または証券添付約
款にて十分にご確認ください。

「 6. 保険料 J 
・実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては 、 保険契約申込書にてご確認くださ い。
・保険料の払込方法は 、 ご契約と同時に全額をお支払いいただく一括払と 、 複数の回数に分けてお支払
いいただく分割払があります。 ただし 、 分割払で保険料をお支払いいただく場合は 、 所定の条件を満
たす必要があります。 払込方法についての詳しい内容につきましては 、 取扱代理店または損保ジ ャ パ
ン日本興Eまでお問い合わせください。

・保険料は 、 初回保険料の口座振替に関する特約条項などの特定の特約条項をセ ッ トした場合を除いて 、
ご契約と同時にお支払いくださし1。 保険期間カず始まった後であっても、取扱代理店または損保ジ ャパ
ン日本興亜が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできません0

・分割払の場合には、分割回数等により 、 保険料が割増となる場合があります。
・分割払の場合の第 2 回目以降の分割保険料は 、 所定の払込期日までにお支払いください。
払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合には、その払込期日後に生じた事故による損害に対

[ 2. 被保険者の範囲
しては 、 保険金をお支払いすることができなかったり 、 保険契約が解除される場合があります。 ｜ 盟

．この保険で被保険者は 、 主に下記の方々となりますが、 そのご契約に適用される約款 （特約条項、
追加条項等） ごとに範囲が異なります。 詳しくは特約条項および追加条項等をご確認くださし 1。
①記名被保険者 （保険契約申込書の被保険者欄に記載される方）
②記名被保険者の役員・使用人
③記名被保険者の下請負人
④記名被保険者の下請負人の役員 ・ 使用人

賠償責任保険 （一般 B ) 重要事項等説明書

国保険料をお支払いの際は 、 特定の特約条項をセ ッ トした場合を除き 、 損保ジ ャ パン日本興亜所定の保 I ~
険料領収証を発行することにしておりますので 、 お確かめくださし＇ o Is 

・この保険の最低保険料 （※ 1 ） は保険契約申込書に記載しておりますので 、 ご契約の際にご確認くださ ｜同

（※ 1 ） 最低保険料とは、この保険を解約した場合、 または 、 概算保険料方式 （※ 2 ） でご契約いただい
た場合の確定精算時に 、 最低限お支払いいただく保険料をいいます。

（※ 2 ） 概算保険料方式については 、 9. 確定精算をご参照くださし＼o
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．ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお申し出くださし1。 解約の
条件によっては、損保ジャパン日本興亜の定めるところにより保険料を返還、または未払保険料をご
請求させていただくことがあります。 詳しくは取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合
わせくださ 1.,\ 0

~ 7. 告知義務・通知義務 ] 

~－－~竺碍m精算 J 
．売上高、賃金、入場者、領収金等（以下「売上高等」といいます。） によって保険料を算出する盤筆
保険料方式のご契約については 、 保険料の算出の基礎とする売上高等が確定した後に、確定した保険
期間中の売上高等に基づき算出した保険料との差額を徴収または返れいします。 確定精算時の確定保
険料算出の基礎数字となる売上高等については、正確にご申告をいただきますようお願いします円

田「保険料の確定に関する追加条項」をセッ卜する確定保険料方式のご契約については 、 保険料をお客
さまの最近の会計年度における売上高等により算出します。 確定保険料方式でご加入いただく場合、
保険料算出の基礎数字となる最近の会計年度における売上高等については、正確にご申告をいただき
ますようお原買いしますn

・概算保険料方式でご契約いただく場合で、かつ、保険料が最低保険料となっているご契約について、
確定保険料が最低保険料を下回った場合は、保険料の返れいは行いません。

)o＿.保険金をお支払いできない主な場合 J 

圃告知義務（ご契約綱吉時における注意事項）
( 1 ）保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパン
日本興直に事実を正確に告げていただく義務（告知義務）があります。
①記名被保険者が飽主（※）のお客さまの場合
（※）個人事業主のお客さま（法人以外の組合等のお客さまも含みます。）は、個人に含みます。
また、記名被保険者が複数存在する場合、例えば、法人と個人の両方が記名被保険者とな
る保険の場合は、「①記名被保険者が個人のお客さまの場合J に含まれません。

＜告知事項＞

| ・保険契約申込書に女印がある項目

②記名被保険者が上記①以外のお客さまの場合
＜告知事項＞

｜・保険契約申込書および付属書類の記載事項すべて | 

( 2 ）保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項 （※） について 、 故意または重大な過
失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には 、 保険金をお支払
いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
（※） 告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、保険契約申込書の以下の項目をいいます。
①被保険者欄（追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。）
②その他証券記載事項欄や付属別紙等に業務内容を記載する場合はその内容
③損保ジャパン日本興壷が保険契約申込書以外の書面で告知を求めた事項
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・賠償責任保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる賠償責任を負担することによっ
て被る損害に対しては保険金をお支払いできません。 なお、ここには保険金をお支払いできない主な
場合を記載しております。 詳しくは普通保険約款、特約条項、 追加条項（※） をご確認くださ 1.,\ 0
（※）ご契約によっては、賠償責任保険普通保険約款以外の普通保険約款が適用される場合もあります。
その場合には 、 そのご契約に適用される普通保険約款や特約条項等をご確認ください 。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興Eまでお問い合わせください。

【賠償責任保険普通保険約款等における保険金がお支払いできない主な場合｝
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任（※）
（※）ただし、損保ジャパン日本興Eが保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎり

ます。
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動

（群衆または多数の者の集団の行動によって、全固または一部の地区において著しく平穏が害され 、
治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） に起因する賠償責任

③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④被保険者が所有、 使用または管理する財物の損壊について 、 その財物に対し正当な権利を有する者
に対して負担する賠償責任

⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥記名被保険者の使用人や下請業者が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じ
た賠償責任

⑦排水または排気 （煙または蒸気を含みます。） によって生じた賠償責任
⑧被保険者と他人との聞に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、
された賠償責任

｛塾特約条項における保険金がお支払いできない主な場合］
①施設の新築、改築、修理、 取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
②航空機、昇降機、 自動車（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）によって定められる自動車お
よび原動機付自転車をいいます。） または施設外における船、車両（原動力がもっぱら人力である
場合を除きます。） もしくは動物の所有、 使用または管理に起因する賠償責任。ただし貨物の積込
みまたは積下ろし作業に起因する賠償責任は除きます。

③給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排
出 、 漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任

④屋根、樋（とい）、扉、戸、窓、壁、 通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償
責任

⑤塾の指導、助言の結果に起因して、塾の生徒が塾の管理下（「塾の管理下」とは、塾の授業に出席
している間（休憩時間を含みます。） 、塾の授業開始前または授業終了後に塾の施設内にいる間およ
び塾が主催または共催する模擬試験、合宿、父兄会等の行事に参加している聞をいいます。）にな
い聞に発生した事故による賠償責任

⑥記名被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または記名被保険者の占有を離れ施設外にあるそ
の他の財物に起因する賠償責任

⑦塾の生徒の能力または技術が向上しないことに起因する賠償責任

その約定によって加重
など

回通知義務（ご契約締結後における注意事項）
( 1 ）保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパン日本興Eまで

ご通知くださし 1。 ただし、その事実がなくなった場合は 、 ご通知いただく必要はありません。
①記名被保険者が個人（※ ＇， ） のお客さまの場合
＜通知事項＞

｜園告知事項に変更が発生する場合（※ 2 ）、 昼位三ご通知ください。

（※ 1 ） 個人事業主のお客さま（法人以外の組合等のお客さまも含みます。） は、個人に含みま
す。

（※ 2 ） 会社役員賠償責任保険、個人包括賠償責任保険、 業務過誤賠償責任保険、保険法人責任
保険は、他の保険契約等に関する事実のご通知が必要です。 それ以外の賠償責任保険で
は、他の保険契約等に関する事実のご通知は不要です。

②記名被保険者が上記①以外のお客さまの場合
次のような場合には、あらかじめ （※ 1 ） 取扱代理店または損保ジャパン日本興Eまでご通知く
ださし＼ o

＜通知事項＞

｜・保険契約申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合（※ 2 ) I 

（※ 1 ） 保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、
その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は 、 あらかじめ取扱代理店または損保
ジャパン日本興亜までご通知ください。 その事実の発生が記名被保険者の原因でない場
合は、その事実を知った後、遅連主三取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知
が必要となります。

（※ 2 ）会社役員賠償責任保険、個人包括賠償責任保険、業務過誤賠償責任保険、保険法人責任
保険は 、 他の保険契約等に関する事実のご通知が必要です。 それ以外の賠償責任保険で
は 、 他の保険契約等に関する事実のご通知は不要です。

( 2 ）以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパン日本興Eまでご通知くださ
い。 ご通知いただかないと 、 損保ジャパン日本興亜からの重要なご連絡ができないことがありま
す。

｜園ご契約者の住所などを変更される場合 | 

( 3 ） ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払
いできないことやご契約が解除されることがあります。 ただし、変更後の保険料が変更前の保険
料より高くならなかったときを除きます。
( 4 ） 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、
などは、保険金をお支払いできないことや 、 など
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［塾生徒特約条項における保険金がお支払いできない主な場合］
①被保険者の心神喪失に起因する賠償責任

②被保険者の 、 または被保険者の指図による暴行もしくは殴打に起因する賠償責任

③航空機、 船、 車両 （原動力がもっぱら人力であるものを除きます。） もしくは銃器

ます。） の所有、 使用または管理に起因する賠償責任

［自治会活動特約条項で保険金がお支払いできない主な場合］

（空気銃を除き

など

①給排水管、 暖冷房装置、 湿度調節装置、 消火栓、 業務用もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水

の漏出もしくはいつ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいつ出による財物の損壊

に起因する賠償責任
②屋根、 樋 （ とい）、 扉 、 戸 、 窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償

責任

③施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する賠償責任。 ただし 、 自治会活動または自治会行
事 （以下 、 この特約条項において「自治会活動等」といいます。）に使用するテント、やぐらその

他の仮施設に対する修理、 改造、 取りこわし等の工事に起因するものについては 、 この規定を適用

しません。

④航空機、 昇降機、 自動車 （原動機付自転車を含みます。） 等または施設外における船もしくは車両
（原動力がもっぱら人力である場合を除きます。） の所有、 使用または管理に起因する賠償責任

⑤自治会活動等の終了後における 、 その活動等の結果に起因する賠償責任。 ただし 、 被保険者が自治
会活動等の行われた場所に放置または遺棄した施設 （仮施設を含みます。）、 設備・装置または資材

および自治会活動等のために被保険者が提供した飲食物は 、 自治会活動等の結果とはみなしません。

など

［警備業者特約条項における保険金がお支払いできない主な場合｝
①被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して遂行した警備業務に起因する賠償責任 （た

だし 、 損保ジャパン日本興亜が保険金を支払わないのは 、 その被保険者が被る損害にかぎります。）
②記名被保険者が警備業法に基づく認定を受けずに 、 または認定を取り消された以後に遂行した業務

に起因する賠償責任

③警備契約書に基づかない警備業務の遂行に起因する賠償責任

④警備対象物である貨幣、 紙幣、 有価証券、 印紙、 切手 、 証書、 宝石、 貴金属 、 美術品、 骨とう品そ

の他これらに類する財物の損壊に対する賠償責任

⑤警備対象物の原子核反応もしくは原子核の崩壊または警備対象物である銃火器もしくは火薬類取締

法に定められる火薬類による事故に起因する賠償責任

⑥被保険者が所有、 使用または管理する航空機、自動車 （道路運送車両法 （昭和26年法律第185号）
によ っ て定められる自動車および原動機付自転車をいいます。） または警備契約書の警備対象区域

外にある車両 （自動車および原動力がもっぱら人力にあるものを除きます。） もしくは船舶による
事故に起因する賠償責任。 ただし、警備対象物の損壊に対する賠償責任については、この規定は適

用されません。

⑦記名被保険者が製造、 販売または提供した警備業務用機械装置の品質上の欠陥によるその機械装置

自体の損壊に対する賠償責任 など

"11. 保険契約申込書の記載事項・割増引等の確認 J 
国保険料算出の基礎となる売上高、 賃金、 入場者、 領収金、 請負金額、完成工事高等の 、 お客さまの保
険料計算に特に関係する事項につきましては 、 保険契約申込書の記載事項が事実と異なっていないか 、
十分にご確認いただき、相違がある場合は 、 必ず訂正や変更をお願いします。
・保険契約申込書の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
・保険契約にこや加入いただく際は 、 ご加入される方ご本人が署名もしくは記名捺印くださし＇a

賠償責任保険 （一般 B ) 重要事項等説明書

r 12. 事故が起こった場合 ] 

( 1 ） 事故が起こ っ た場合は 、 遅滞なく損保ジャパン日本興車または取扱代理店までご通知ください。
遅滞なくこ。通知いただけなかった場合は 、 保険金の全額または一部をお支払いできないことがあり
ますので 、 ご注意くださし」
( 2 ） この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は 、 こ れ らの契約内容
について遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してくださし＇o
( 3 ） 賠償責任を補償するご契約の場合、 賠償事故にかかわる示談につきましては 、 必ず損保ジャパン 日
本興Eにご相談のうえ 、 交渉をおすすめくださし 1 。 損保ジャパン日本興Eへの事前相談なく示談さ
れた場合には、保険金の一部または全額をお支払いできないことがありますので 、 ご注意くださ し＇ o
（※） この保険には示談代行サービスはありません。 相手の方との示談につきましては 、 損保ジャパ

ン日本興亜とご、相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになりま す。
( 4 ） 保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパン日本興Eが求めるものを提出してい

ただきます。

必要となる書類 必要書類の例

① 
保険金請求書および保険金 保険金請求書、 戸籍謄本、 印鑑証明書、 委任状、 住民票
請求権者が確認できる書類 など

② 
事故日時・事故原因および 書事故（状写況）、説メ明ー書カ、ー擢や災修証理明業書者、 主交ど通カ事‘ら故の証原明因書調、査請報負立告契ど書約
事故状況等が確認できる書類

保険の対象の時価額、損害

什賃事写器故貸真備借の、場契品領約合な収書ど書に、、 関する事故、 他人の財物を

③ 
の額、 損害の程度および損
害の範囲 、 復旧の程度等が
確認できる書類 補 院害す 、、故源治療泉 領収合収葉書、災、所害得補償を証規主定明どす、

④ 
保険の対象であることが確

登記簿謄本、 売買契約書 （写）、 登録事項等証明書 など
認できる書類

⑤ 
公の機関や関係先等への調

同意書 など
査のために必要な書類

⑥ 
被保険者が損害賠償責任を負 被示害談書者、か判ら決の領書収（書写）、 承、 調諾停書調書 （写） 、 和解調書な（写ど ) 、
担することが確認できる書類

（※ 1 ） 事故の内容および損害の額等に応じ 、 上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等に
ご協力いただくことがあります。

（※ 2 ） 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜
所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがありますD 詳しい内容に
つきましては 、 損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までお問い合わせください。

( 5 ） 保険金は 、 原則として被保険者から相手方へ賠償金を支払っ た後にお支払いします。

, 13. 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合 J 
・複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は 、 幹事保険会社が他の引受保険会社を代理 ・
代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。 引受保険
会社は、各々の引受割合に応じて 、 連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
・損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう 、 同一事故にかかわる保険契約
の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。 確認内容は、上記項目以外には用いま
せん。 ご不明な点は 、 取扱代理店または損保ジャパン日本興Eまでお問い合わせくださし＇o
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「 14. クーリングオフ（契約申込みの撤回等について） J 
保険期聞が 1 年を超えるご契約の場合は、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申
込みの撤固または解除 （クーリングオフ ） を行うことができます。

｛お申し出できる期間］
クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて 8 日以内にお申し出いただく必要が‘
あります。

< ご契約を申込まれた日 > < 本書面を受領された日 >

｛お手続き方法］
クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記期間内 （ 8 日以内の消印有効） に損保ジャパン日
本興Eの本社に必ず郵便でご通知ください。

［お申し出を受付できない場合｝

．取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、
ご注意くださし」

．すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフを
お申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。

｛宛先およびご通知いただく事項｝

く宛先＞ 干 160-8338 東京都新宿区西新宿 1 -26-1 
損害保険ジャパン日本興E株式会社 クーリングオフ受付デスク（本社）行

＜ご通知いただく事項〉
「下記の保険契約のクーリングオフを申し出ます。J

・ご契約を申込まれた方の住所、 氏名・捺印および電話番号
．ご契約を申込まれた年月日
－ご契約を申込まれた保険の次の事項
保険種類、証券番号（保険契約申込書控の右上に記載しであります。） または領収証番号

（証券番号が不明な場合のみご記入くださ l.,\ o 領収証の右上に記載しであります。）
・取扱代理店・仲立人名

｛お支払いになった保険料の取扱い］
クーリングオフのお申し出をされた場合は、すでにお支払いになった保険料は、すみやかにお客さ
まにお返しします。 また、損保ジャパン日本興亜および取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリ
ングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。

ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の開始日
（開始日以降に保険料をお支払いいただいたときは 、 損保ジャパン日本興Eが保険料を受領した日）
からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがご
ざいます。

［クーリングオフができないご契約｝
次のご契約は、クーリングオフのお申し出ができませんのでご注意くださ l.,\ o

・保険期間が 1 年以下のご契約 （自動継続特約をセットした契約を含みます。）
・営業または事業のためのご契約 ．法人または法人でない社団・財団等が締結したご契約
．質権が設定されたご契約
．金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約

賠償責任保険（一般 B) 重要事項等説明書

「15. 保険会社破綻時の取扱い
・引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継
続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約
束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります0

・この保険については 、 ご契約者が個人、小規模法人 （引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業
員等の数が20名以下である法人をいいます。）またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害
保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については 、 引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等
の 8 割まで（ただし、破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は全額）が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興Eまでお問い
合わせください。

ドふ個人s情報の取扱いに関する事項 J 
損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付
帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパン日本興Eの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、
アンケー卜の実施、等を行うために利用するほか、下記①から④まで、その他業務上必要とする範囲
で 、 取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパン日本興亜が、上記業務のために、業務委託先 （保険代理店を含みます。）、 保険仲立人、
医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、 等に提供を行い、またはこれらの者から提供を
受けることが‘あること 。

②損保ジャパン日本興亜が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害
保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い 、 またはこれらの者から提供
を受けることがあること 口

③損保ジャパン日本興Eが、 再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を
行うこと（再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。） があること 。

④損保ジャパン日本興Eが、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の
案内または提供を行うことがあること 。
なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報） については、保険業法施行規則により限
定された目的以外の目的に利用しません。
損保ジャパン日本興亜の個人情報保護宣言、グループ企業や提携先企業、 等については損保ジャパン
日本興亜公式ウェブサイト（http://www .sjnk. co. jp／）をご覧くださ l.,\ o

・保険証券は大切に保管してください。 なお、ご契約のお申込み日から 1 か月を経過しでも保険証券
が届かない場合は、損保ジャパン日本興車までお問い合わせくださし」

[ 18. 保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ・おかけ間違いにご注意ください。 J 
・損保ジャパン日本興亜への ｜・保険会社との間で問題を解決｜・事故が起こった場合
相談・苦情・お問い合わせ | できない場合（指定紛争解決機関）

ご契約内容・手続きに関するお問い合わ｜損保ジャパン日本興Eは、保険業法に基づく｜事故が起こった場合は 、 ただちに
せは 、 取扱代理店までご連絡くださし1。 ｜金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関｜損保ジャパン日本興Eまたは取扱
その他のお問い合わせは 、 公式ウェブサ｜である一般社団法人日本損害保険協会と手続｜代理店までご連絡ください。
イトでご確認いただけます。 ｜実施基本契約を締結しています。 損保ジャパ｜平日夜間 、 土日祝日の場合（j: ＇ 下

｜ン日本興Eとの聞で問題を解決できない場合｜
［公式ウェブサイト］ ｜は 、 一般社団法人日本損害保険協ふ「解決の｜記事故サポートセンターへご連絡
http://www. sjnk. co.jp/contact/ ｜申し立てを行うことができます。 玄』 ｜ください。
｜損保ジャパン問亜一せ｜⑮｜［窓口： ff~~1r116'『！努吋会｜［窓口：事故サポートセンター｝

［窓口：カスタマ一セント］ 、｜顔。570 ・ 022000 I 0120 ・ 727 ・ 110
0120 ・ 888 ・ 089 ｜ー～一 ＜通話料有料＞ | | 

＜受付時間＞ I IP電話からは 03-4332-5241 を ｜＜受付時間＞ ｜喜
平日 ：午前 9 時～午後 8 時 | ご利用ください。 ｜平日 ：午後 5 時～翌日午前 9 時｜ さ
明~~~：；ri：；右足ィ殺とさ｜諸？持仏15分～午後 5 時 ｜土日祝日： 24時間 ， 肝

｜ （土・日・祝日・年末年始は 、 お休みとされ12月 31 日～ 1 月 3 日を含みます。） ｜ 同
せていただきます。） | | ｜ 陪｜せていただきます。） | ｜怪
※お問い合わせの内容に応じて 、 取扱代理｜詳しくは、一般社団法人日本損害保険｜ ※上記受付時間外は、損保ジャパン｜巴
店・営業店・保険金サービス課へお取次｜協会のホームページをご覧ください。 ｜ 日本興亜または取扱代理店まで｜生
ぎさせていただく場合がございます。 I (http://www.sonpo.or.jp/) I ご連絡ください。 lg 
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